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別紙２

企業版ふるさと納税を活用した新医療システム社会実装事業運営業務委託

公募型プロポーザル審査要領

１ 趣旨

本要領は、企業版ふるさと納税を活用した新医療システム社会実装事業運営業務委託に係る公募型

プロポーザルの実施にあたり、プロポーザルに参加した事業者(以下「参加者」という。)の中から受

託候補者を選定するための審査方法について、審査項目等審査にあたり必要となる事項を定めるもの

である。

２ 審査の概要

審査は、以下のとおり行う。

３ 参加資格確認

提出された書類により、実施要領に示す参加資格等を満たしているかどうか、事務局が以下の内容

について確認を行う。要件を満たさない提案は失格として、その後の審査は行わない。

・参加資格を満たしているか。

・必要書類、記載事項が整っているか。

４ 書類及びプレゼンテーション審査

プロポーザルの参加者から提出された企画提案書等の書類、プレゼンテーション及びヒアリングに

より、企業版ふるさと納税を活用した新医療システム社会実装事業運営業務委託プロポーザル選定委

員会（企画提案評価員）が、以下の「配点表」に基づき、提案内容の評価及び採点を行う。

≪配点表≫

実施手順 実施者 審査方法等

１ 参加資格確認 事務局 参加資格の確認

２ 書類及びプレゼンテーショ

ン審査

選定委員会 企画提案書、プレゼンテーション・ヒア

リング等による評価

３ 優先順位付け 事務局 各審査における評価点の集計・比較

４ 受託候補者の選定 選定委員会

番号 項目 評価項目 配点

１ 本業務の理解度 本業務の基本的な考え方及び位置づけが適切に理解さ

れ、内容が適切なものであるか

10 点

２ 事業の実施方法

・内容

事業について、医療機関との円滑に連携を図り、効率

的かつ効果的な運営となっているか

20 点

３ 対象者の募集方法 対象者の募集方法については、案内文の作成等、工夫

された内容になっているか

10 点
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５ 優先順位付け

（１）評価点の総合計で順位を決定し、第１位の参加者を受託候補者とし、次順位の参加者を次点候

補者として選定する。

（２）参加者の評価点の平均点が満点の６割を下回る場合は、受託候補者となることができないもの

とする。

（３）総合評価点が最も高い者が２者以上いる場合は、当該者のうち見積価格の最も低い者を受託候

補者とする。

４ 実施体制 本提案を実現する技術力、組織力が十分に確保されて

いるか

10 点

５ 個人情報管理 個人情報の取扱い、搬送、管理について、保護厳守を

徹底する体制が組まれているか

10 点

６ 事業実績 保健医療分野における業務について、他の自治体等で

の経験を持っており、成果が期待できるか

20 点

７ 価格の妥当性 提案内容と見積価格が適正か 10 点

８ 成果指標の設定 事業者の提案する成果指標は、事業の目的からみて適

切か

10 点


